
小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、家庭における二酸化炭素の排出抑制及び再生可能

エネルギーの活用促進を図るため、小野市住宅用太陽光発電設備等導

入事業補助金の交付に関し、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（ 

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和４年３月３０日

環政計発第２２０３３０１号）及び兵庫県が各年度において制定する

兵庫県環境部補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す 

る特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。） 

第２条第２項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽

光を再生可能エネルギー源とする設備をいう。 

(2) 蓄電池 太陽光発電設備により発電した電力を蓄え、必要に応

じて電力を活用することができる定置型の設備をいう。 

(3) パワーコンディショナー 直流電力を交流電力に変換する機器

をいう。 

(4) ＦＩＴ制度 法に基づく固定価格買取制度をいう。 

(5) ＦＩＰ制度 市場価格に一定の補助額を上乗せするフィードイ

ンプレミアム制度をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要

件を全て満たすものとする。 

(1) 第５条の交付申請時において市内に住所を有する者又は第１０

条の実績報告を行うまでに市内に住所を有することとなる者である

こと。 

(2) 自ら所有し、かつ、居住する市内の既築住宅若しくは新築住宅

に太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する者又は太陽光発電

設備及び蓄電池が一体的に導入された市内の新築建売住宅を自ら所



有し、かつ、居住する者であること。 

(3) ＦＩＴ制度又はＦＩＰ制度の認定を取得しないこと。 

(4) 太陽光発電設備により発電した電力の量（以下「発電量」とい

う。）のうち、自ら居住する住宅の敷地内で消費する電力の量（以

下「自家消費量」という。）が３０パーセント以上となるものであ

ること。 

(5) この要綱による補助金の交付の対象となる設備（以下「補助対

象設備」という。）の設置に関し、国等の他の補助制度を活用しな

いこと。 

(6) 市税及び県税を滞納していないこと。 

(7) 小野市暴力団排除条例（平成２４年小野市条例第１号）第２条

第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関

係者に該当しないこと。 

（補助対象設備及び補助金額） 

第４条 補助対象設備は、次の各号に掲げる要件を全て満たす太陽光発

電設備及び蓄電池とし、当該補助対象設備に係る補助金の額は、別表

第１に掲げる補助対象設備に応じた補助金の額の合計額（１，０００

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）とする。 

(1) 主として住宅に設置するために販売されているものであること。 

(2) 貸借品ではなく、未使用の既製品であること。 

(3) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 

（交付申請） 

第５条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交 

付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 誓約書兼市税の調査に関する承諾書（様式第３号） 

(3) 補助対象設備の設置工事に要する費用に係る見積書及びその内

訳が確認できる書類の写し 

(4) 補助対象設備の仕様が分かる書類 

(5) 補助対象設備を設置しようとする場所の所在地を示した地図 

(6) 発電量及び自家消費量に係る根拠書類 



(7) 補助対象設備を設置しようとする土地及び建物の全部事項証明

書の写し又は固定資産税に係る評価証明書の写し（発行から３月以

内のもの。既築住宅に設置する場合に限る。） 

(8) 補助対象設備を設置しようとする箇所の現況写真 

(9) 申請者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し（既築

住宅に設置する場合に限る。） 

(10) 県税の滞納がないことを証明する書類 

(11) 交付要件該当に係る確認書（様式第４号） 

(12) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内

容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、小野市

住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付決定通知書（様式第５号 

）により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による補助金の交付決定（以下「交付決定」と

いう。）に当たり、必要な条件を付すことができる。 

４ 市長は、第１項の規定により補助金の不交付を決定したときは、小

野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金不交付決定通知書（様式

第６号）により、その理由を付して、申請者に通知するものとする。 

（変更の交付申請） 

第７条 交付決定を受けた申請者は、申請内容を変更しようとするとき

は、あらかじめ小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金変更交

付申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（変更の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審

査の上、補助金の変更交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の変更交付を決定したときは、小

野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金変更交付決定通知書（様

式第８号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による補助金の変更交付決定に当たり、必要な

条件を付すことができる。 

（補助事業の廃止） 



第９条 申請者は、交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。 

）を廃止しようとするときは、あらかじめ小野市住宅用太陽光発電設

備等導入事業補助金廃止承認申請書（様式第９号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金廃止承認通知書（様式

第１０号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 前項の通知により交付決定については取り消されたものとみなす。 

（実績報告） 

第１０条 申請者は、補助事業が完了したときは、市長が指示する期日

までに小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金実績報告書（様

式第１１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 事業報告書（様式第１２号） 

(2) 請求書及び領収書の写し 

(3) 補助対象設備の保証書の写し 

(4) 補助対象設備の設置が確認できる写真 

(5) 電力会社との接続契約書、売電契約書等の写し 

(6) 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認するこ

とができる書類 

(7) 補助対象設備を設置した土地及び建物の全部事項証明書の写し

（発行から３月以内のもの。新築住宅又は新築建売住宅に設置した

場合に限る。） 

(8) 申請者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し（新築

住宅又は新築建売住宅に設置した場合に限る。） 

(9) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の請求及び交付） 

第１１条 申請者は、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交

付請求書（様式第１３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとす

る。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと



きは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) この要綱又は関係法令に違反したとき。 

(2) 第６条第３項及び第８条第３項の条件に違反したとき。 

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。 

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を

小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付 

決定取消通知書（様式第１４号）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に

おいて、当該取り消した部分に関し、既に補助金を交付しているとき

は、期限を定め、その返還を命ずるものとする。 

（加算金及び遅延利息） 

第１３条 申請者は、前条第３項の規定により補助金の返還を命じられ

たときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数

に応じ、当該補助金の額につき年１０．９５パーセントの割合で計算

した加算金を市に納付しなければならない。 

２ 申請者は、前条第３項の規定により補助金の返還を命じられ、これ

を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日ま

での日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合

で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１４条 申請者は、別表第２に定める処分制限期間を経過する前に補

助事業により取得した太陽光発電設備又は蓄電池を補助金の交付の目

的に反して使用し、廃棄し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ小野市住宅用太陽光発電設備

等導入事業に係る処分承認申請書（様式第１５号）を市長に提出し、

その承認を受けた場合はこの限りでない。 

（帳簿等の保存期間） 

第１５条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにし

た帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、別表

第２に定める処分制限期間の間、保存しなければならない。 

２ 市長は、申請者に対して、必要な指示を行い、又は帳簿及び書類の

検査を行うことができる。 



（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

  



別表第１（第４条関係） 

補助対象設備 補助金の額 

太陽光発電設備 １ｋＷ当たり７０，０００円に最大出力（太陽

光パネルの公称最大出力の合計値又はパワーコ

ンディショナーの定格出力の合計値のいずれか

低い値。ただし、小数点以下を切り捨て、上限

５ｋＷとする。）を乗じて得た額 

蓄電池 電力量１ｋＷｈ当たりの設備費及び工事費（税

抜き）の価格（上限１４１，０００円）に３分

の１を乗じて得た額に蓄電容量（小数点第２位

以下を切り捨て、上限５ｋＷｈとする。）を乗じ

て得た額 

 

別表第２（第１４条、第１５条関係） 

区分 処分制限期間 

太陽光発電設備 補助金の交付を受けた日から１７年間 

蓄電池 補助金の交付を受けた日から６年間 

 


